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はじめに

Preface 
 

世界では、近年の交通手段の発達等により、多くの人や物の交流が活発となり、そ

れに伴い感染症を取り巻く環境もグローバル化しているため、一地域で発生した感染

症が数日のうちに様々な国で感染拡大する可能性がある。2002 年 11 月に中国・広東

省で発生した重症急性呼吸器症候群（SARS）では、短期間のうちにベトナムやカナ

ダなどで患者が発生し、中国を含む 29 の国と地域で患者が報告された（1）。また、

2009 年 3 月にメキシコで発生したインフルエンザ（パンデミック（H1N1）2009）は、

瞬く間に世界的な大流行となったことは記憶に新しい。 
さらに、近年の途上国での経済発展に伴う未開発地域での開発等により、エボラ出

血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ラッサ熱など重篤かつ致死率が高い新たな感染症が

発見されている。 
これらの多くの感染症が動物や虫類などのベクターを介し感染する、いわゆる動物

由来感染症である。この動物由来感染症のうち、蚊族が媒介する感染症であるマラリ

アやデング熱等は、熱帯地域や亜熱帯地域を中心に多くの患者が発生し、その発生国

あるいは発生地域は年々拡大している。2012 年の海外におけるこれらの感染症の発生

状況として、デング熱は、南アジア、東南アジアや中南米等を中心に広範囲で患者が

確認され、さらにポルトガルの Madeira 島では 2,000 人を超える患者が発生している。

また、ウエストナイル熱は、1999 年以降、毎年患者が確認されているアメリカやカナ

ダはもとより、ヨーロッパにおいても多数の患者が報告されている（2）。 
また、ねずみ族が媒介する感染症であるハンタウイルス肺症候群やラッサ熱などの

感染症は、重篤性が高く、さらに、過去に大規模なペストの流行事例があったことを

鑑み患者発生等の監視が必要となっている。ナイジェリアでは、2012 年 1～3 月にか

けてラッサ熱によるアウトブレイクが発生し 600 人を超える疑い患者を含む患者が報

告され、70 人が死亡している（3）。また、アメリカでは、観光客に人気が高い国立公

園において死亡率が高いハンタウイルス肺症候群による複数の感染事例が発生するな

ど、大規模な感染報告はないものの、アメリカ大陸を中心に感染事例が報告されてい

る（4）。 
このため、我が国では、国際空港や外港船舶が入港する港湾にある検疫所において、

人を介した感染症の侵入防止と共に、検疫法で定められている国内に存在しない検疫感

染症及び検疫感染症に準ずる感染症のうち、蚊族によって媒介されるデング熱、マラリア、

チクングニア熱、日本脳炎及びウエストナイル熱（以下「蚊族媒介性感染症」という。）、

ねずみ族等によって媒介されるラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、南米出血熱、

腎症候性出血熱及びハンタウイルス肺症候群（以下「ねずみ族等媒介性感染症」という。）

を対象として、海港・空港毎に定めている政令区域において、定期的にベクターサーベ

イランスによる監視を実施している。その調査結果を踏まえベクターの侵入・定着状

況を検証し、ベクターの侵入防止対策及び国際保健規則に基づき自国から海外に持ち出

すおそれのある感染症媒介動物等の監視に努めている。 
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1 国内での検疫感染症等の発生状況（2012年）Vector-borne quarantinable infectious diseases  
reported in Japan（2012） 

1.1 蚊族媒介性感染症 Mosquito-borne diseases 
マラリア患者の発生状況は、入国時又は国内で 73 人の患者が確認され、すべての患者が

海外で感染した事例であった。1999 年から 2001 年には、毎年、患者数が 100 人を超えてい

たが、2002 年以降の患者数は、52～83 人の間を推移している（5）。 

デング熱患者の発生状況は、入国時又は国内で 220 人の患者が確認され、2011 年の患者

数（104 人）の約 2 倍を超え、1999 年以降では 2010 年の 244 人に次ぐ患者数となった。報

告されたすべての患者が海外で感染した事例であった（5）。 
チクングニア熱患者の発生状況は、入国時又は国内で 10 人の患者が確認された。報告さ

れたすべての患者が海外で感染した事例で、推定感染国は、パプアニューギニア 1 例、カン

ボジア又はタイ 1 例、カンボジア 2 例、フィリピン 2 例、インドネシア 3 例、スリランカ 1
例となっていた（6）。 
日本脳炎患者の発生状況は、国内で 2 人の患者が確認され、1999 年以降では 2003 年の患

者数（1 人）に次ぐ少ない患者数となった（5）。また、2012 年 7 月から 10 月の期間に感染

症流行予測調査事業による日本脳炎の増幅動物（リザーバー）である豚の血清中の抗体価測

定を実施した 47 道県のうち、36 県で日本脳炎の抗体が確認されている。特の西日本におい

て高い陽性率となっていた（7）。 
ウエストナイル熱患者の発生状況は、2005 年 10 月にアメリカが推定感染国として確認さ

れた 1 人の患者が報告されて以降、患者発生の報告はいない（5）。 
 

1.2 ねずみ族等媒介性感染症 Rodent-borne diseases 
2012 年の入国時又は国内におけるねずみ族や虫類によって媒介されるラッサ熱、クリミ

ア・コンゴ出血熱、ペスト、南米出血熱、腎症候性出血熱及びハンタウイルス肺症候群の患

者報告はなかった（5）。 
 
２ 海外での検疫感染症等の発生状況（2012年）Vector-borne quarantinable infectious diseases 

reported in the World（2012） 

2.1 蚊族媒介性感染症 Mosquito-borne diseases 
マラリアの発生状況は、WHO によると、2011 年には 33 億人が感染のリスクがあり、特

にアフリカ・サハラ以南の地域が最も感染リスクが高く、世界で報告されている患者の約

80％、死亡者の約 90％が報告されている（8）。 
デング熱は、重要な媒介種であるネッタイシマカが生息する熱帯地域やヒトスジシマカな

どが生息する地域である東南アジア、南アジア、中南米、オーストラリア、東アジアに位置

する中国の一部や台湾で流行が見られ、WHO によると、世界では 25 億人が感染のリスクに

さらされている（9）。2012 年の北中米大陸では、1,112,846 人のデング熱患者が報告され 694
人が死亡している。北中南米大陸で最も多くの患者が報告されたのが、ブラジルの 565,510
人であった（10）。また、2012 年 9 月末には、ポルトガルの Madeira 島でデング熱のアウ

トブレイクが報告され、死亡者は確認されなかったが 2,164 人の患者が確認された（2013
年 2 月 3 日現在）（11）。 
ウエストナイル熱は、世界的に分布するイエカ属、ヤブカ属等の多くの種によって媒介さ
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れるため、これらの媒介種が生息する熱帯・亜熱帯地域から温帯地域の広範囲で患者が発生

している。近年、欧州連合（EU）及びその周辺諸国でも多くの患者が報告されており、2011
年には、10 ヶ国で 282 人の患者が確認され、2012 年には、15 の国と地域で、2011 年の 3
倍を超える 907 名の患者が確認されるなど患者が急増し、その中で最も多くの患者が報告さ

れたのが、447 人のロシアであった（2012 年 11 月 30 日現在）（12）（13）。一方、1999 年

以降、毎年、患者が報告されているアメリカでは、2012 年には、43 州でウエストナイルウ

イルスが陽性となった蚊族が捕集され、患者は、48 州において、2003 年に報告された 9,862
人に次ぐ 5,387 人が報告された（14）（15）。 
チクングニア熱は、デング熱と同様にネッタイシマカやヒトスジシマカなどによって媒介

され、アフリカ・サハラ以南、東南アジア、西インド諸島、イタリアで患者が報告されてい

る。過去には、2005 年初頭にコモロ諸島で流行が発生し、その後、インド洋の島国（モーリ

シャス、レユニオン、セーシェル、マヨット）などに拡大し、レユニオン島では、2005 年の

3月から 2006 年の 2月までに 24万人以上の患者が発生し、死者 237 人が報告されている（6）
（16）。 
日本脳炎は、主にコガタアカイエカによって媒介され極東から東南アジア・南アジアにか

けて広く分布しており、WHO によると、世界では約 30 億人が感染のリスクにさらされ、年

間約 20,000 人の患者が発生し、約 6,000 人が死亡しているとされている（17）。毎年多くの

患者が報告されているインドでは、2012 年に 745 人の患者が報告され 140 人が死亡してい

る（18）。  
 

2.2  ねずみ族等媒介性感染症 Rodent-borne diseases 
2005 年春以降、ベルギー、ドイツ、フランスなどのヨーロッパ連合（EU）やその周辺の

国において、ハンタウイルス感染症の増加が見られている。2009 年には 18 ヶ国で 2,459 人

の患者が確認され、2010 年には、2009 年の 1.7 倍の 4,200 人の患者（確定患者 4,196 人）

が確認されている（19）（20）。 
ハンタウイルス肺症候群の流行状況は、毎年、北米や中南米において散発的に患者が報告

されていたが、2012 年 6 月に患者発生が報告されたアメリカ・カリフォルニア州のヨセミ

テ国立公園では、滞在者 10 人が患者であることが報告され、このうち、3 人が死亡している

（21）。 
ラッサ熱は、野ねずみの一種であるマストミス（Mastomys natalensis）によって媒介さ

れ、西アフリカ一帯で患者発生が見られる。ナイジェリアでは、2012 年初頭に患者が報告さ

れて以降、3 月末までに 36 州で、医療従事者など 70 人の死亡者を含む 623 人の疑い患者が

報告され、108 人の患者からラッサウイルスが確認されている（3）。 
ペストは、WHO によれば、アフリカ、アジア、南米において、毎年 2,000 人の患者が発

生し、その約 5～15％が死亡しているとされており、1960 年以降は、患者の 96％は、コン

ゴ民主共和国とマダガスカルで発生している（22）。2010 年 7 月、ペルーの Ascope 州でペ

ストがアウトブレイクし、17 人の患者（うち 12 人が腺ペスト患者）が確認されているが、

その後は、大きな感染事例は報告されていない（23）。 
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３ 媒介動物の侵入調査及び生息調査の概要（2012 年）  Outline of vector investigation（2012） 

3.1  調査実施検海港及び検疫飛行場等 Quarantine port and Quarantine airport  
本報告書は、小樽港、石狩湾港、稚内港、留萌港、紋別港、網走港、花咲港、釧路港、苫

小牧港、室蘭港、函館港、青森港、八戸港、宮古港、釜石港、大船渡港、気仙沼港、石巻港、

仙台塩釜港、秋田船川港、酒田港、小名浜港、千葉港、東京港（京浜港）、川崎港（京浜港）、

横浜港（京浜港）、直江津港、新潟港、伏木富山港、金沢港、七尾港、清水港、名古屋港、四

日市港、敦賀港、舞鶴港、和歌山下津港、大阪港、阪南港、神戸港、呉港、広島港、関門港、

博多港、長崎港、鹿児島港、那覇港、平良港、石垣港の 50 検疫港（2011 年：50 検疫港）及

び新千歳空港、旭川空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際

空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、広

島空港、福岡空港、那覇空港の 17 検疫飛行場（2011 年：18 検疫飛行場）の合計 67 の検疫

港及び検疫飛行場（2011 年：68 検疫港及び検疫飛行場）の政令区域で実施した調査データ

によるものである（図１，表１，2）。 
また、検疫港又は検疫飛行場以外としては、無線検疫対象港である姫川港の 1 海港、チャ

ーター便が到着した釧路空港及び帯広空港の 2 空港から報告があった。 
 

3.2  調査対象感染症及び調査方法 Infectious diseases and methods for investigation 
調査対象感染症は、蚊族により媒介される検疫感染症及び検疫感染症に準ずる感染症であ

るデング熱、マラリア、チクングニア熱、日本脳炎及びウエストナイル熱、ねずみ族及びノ

ミ類により媒介される検疫感染症及び検疫感染症に準ずる感染症であるペスト、ラッサ熱、

南米出血熱、腎症候性出血熱（以下「HFRS」という）及びハンタウイルス肺症候群（以下

「HPS」という）である。 
本調査は、平成 17 年 8 月 3 日付、食安検発第 0803001 号「港湾区域等衛生管理業務の手

引きについて」（以下「衛生管理業務の手引き」という。）の通知の別添 2 の「Ⅰねずみ族調

査マニュアル」及び別添 3 の「Ⅲ蚊族調査マニュアル」に基づき実施した（添付資料）。 

リスク評価についてはリスクファクターを媒介種（優先種（Primary vector））としたが、

ねずみ族のリスク評価については、媒介種の項目を追加した。 
 
3.3  調査期間 Investigation period  

2012 年 1 月 1 日～2012 年 12 月 31 日 
 

3.4  調査データの集約方法 Data collection of methods 
平成 18 年 9 月 25 日付、食安検発第 0925001 号「「衛生管理業務の手引き」における調査

結果の取扱いについて」に基づき、同通知の別添資料 1 の電子媒体の様式 1～7（Microsoft® 
Excel）及び資料 6-1、2 の評価マップ（Adobe® Acrobat PDF）の調査データが成田空港検

疫所検査課媒介動物検査室に送付され、全国検疫所の調査結果を取りまとめた。 
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４  媒介動物の侵入調査及び生息調査の結果（2012 年）  Result of investigation of invasive  
vector and inhabiting state（2012） 

4.1  蚊族調査 Investigation of mosquito 
蚊族媒介性感染症に対する浸淫度を把握し、国内での流行を推定する目的で、海外から来

航する航空機及び政令区域における蚊族の侵入・生息状況の調査及び病原体検査を実施した。 
 

4.1.1 航空機調査 Investigation of adult mosquito in the international aircraft 
調査は、調査マニュアルに基づき、海外から来航する航空機を介して侵入する蚊族につ

いて、目視及び捕虫網により、19 空港で 33 ヶ国・地域、82 路線（2011 年：38 ヶ国・地

域、85 路線）、2,613 機（2011 年：2,172 機）に対して実施した。その航空機の発航国の

内訳は、中国が 608 機と最も多く、次いで、台湾 437 機、韓国 380 機と東アジアの国が

上位を占めていた。調査を実施した航空機のうち、7 ヶ国、8 路線 （2011 年：6 ヶ国、6
路線）の 30 機 1.1％において、324 個体（2011 年：18 機 0.8％、32 個体）の蚊族が捕集

され、そのうち 40 個が死亡個体であった（表 3）。 
捕集率が高い路線 (最終寄港地) は、インド（BOM）が 49 機中 18 機 36.7％で最も高

く、次いで、ドイツ（FRA）が 4 機中 1 機 25.0％、米国（SFO）が 36 機中１機 2.8％、

タイ（BKK） が 211 機中 5 機 2.4％、マレーシア（KUL）が 55 機中 1 機 1.8％、中国（HKG）

が 84 機中 1 機 1.2％、中国（SHA・Pudong）が 190 機中 2 機 1.0％、フィリピン（MNL）
が 148 機中 1 機 0.7％の順であった（表 4，地図 2）。 
捕集した蚊族の種の内訳は、ウエストナイル熱の媒介種（優先種）であるネッタイイエ

カ（Culex pipiens quinquefaciatus）が 21 機 287 個体（2011 年：10 機 16 個体）と最も

多く、最終寄港地はインド（BOM）（17 機 273 個体）、タイ（BKK）（2 機 2 個体）、中国

（HKG）（1 機 1 個体）、ドイツ（FRA）（1 機 1 個体）であった。次いで日本脳炎の媒介

種（優先種）であるゲリデュスイエカ（Culex gelidus）が 3 機 25 個体捕集され、最終寄

港地は、全てタイ（BKK）であった。続いて、イエカ属（Culex sp.）が 3 機 7 個体で、

最終寄港地はインド（BOM）（2 機 6 個体）、最終寄港地は米国（SFO）（1 機 1 個体）、ア

カイエカ群（Culex pipiens Complex）が 1 機 1 個体で、最終寄港地はマレーシア（KUL）、
日本脳炎の媒介種（優先種）であるコガタアカイエカ（Culex tritaeniorhynchus） が 1
機 1 個体で、最終寄港地は中国（SHA・Pudong）であった。成田国際空港では、オース

トラリア（DRW）発でフィリピン（MNL）経由の到着便 1 機のベリースペース（貨物室）

からデング熱及びチクングニア熱の媒介種（優先種）であるネッタイシマカ（Aedes aegypti）
の雄 1 個体が捕集された。 
以上、捕集した蚊族 324 個体のうち、検査が可能であった 265 個体（42 プール）につ

いて病原体検査（フラビウイルス、チクングニアウイルス）を実施した結果、全て陰性で

あった。（表 3）。 

注：最終寄港地３レターコード 
BOM：ムンバイ、BKK：バンコク、HKG：香港、FRA：フランクフルト、KUL：クア

ラルンプール、SHA・Pudong：上海・浦東、SFO：サンフランシスコ、MNL：マニラ 
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4.1.2  成虫調査及び幼虫調査 Investigation of adult mosquito and larval mosquito 
調査は、調査マニュアルに基づき、検疫港及び検疫飛行場ごとに定められている政令区

域内に標準地域メッシュ・システム（昭和 48.7.12 行政管理庁告示第 143 号「統計に用い

る標準地域メッシュ及び標準地域メッシュコード」）にある１ｋｍ四方の区域を調査対象区

域（以下、「調査区」という。）とし、蚊族の侵入リスクや生息環境等を考慮して調査区内

に蚊族を誘引する目的でドライアイスを加えた捕集機器であるライトトラップを設置し実

施された（以下、「成虫調査」という。）。 
成虫調査は、50 海港及び 17 空港、合計 67 海港及び空港 （2011 年：47 海港及び 18

空港、合計 65 海港及び空港）において、延べ 2,215 調査区（2011 年：2,013 調査区）で

実施された。その結果、43 海港（86.0％）（2011 年：42 海港 89.4％）、16 空港（94.1％）

（2011 年：18 空港 100％）、合計 59 の海港及び空港（88.1％）（2011 年：60 海港及び空

港 92.3％）で蚊族が捕集された。 
捕集された蚊族の内訳は、7 属 23 種群及び不明種で 14,494 個体（2011 年：8 属 27 種

群及び不明種、19,859 個体）であった。そのうち蚊媒介性感染症の媒介種（優先種）は、

3 属 8 種群、13,979 個体 96.4％であった（表 5）。 
また、蚊族の生息状況を調査する目的で、調査区内に設置したオビトラップ（水を張っ

た人口容器 ）、調査区内の側溝や溜マスどの水域について幼虫の生息状況を確認した（以

下、「幼虫調査」という。）。幼虫調査は、40 海港及び 16 空港、合計 56 海港及び空港（2011
年：42 海港及び 18 空港、合計 60 海港及び空港）において、延べ 1,669 調査区（2011 年：

1,642 調査区）で実施された。その結果、38 海港（95.0％）（2011 年：37 海港 88.1％）、

15 空港（93.8％）（2011 年：16 空港 88.9％）、合計で 53 海港及び空港（94.6％）（2011
年：53 海港及び空港 88.3％）で生息が確認された。 
生息が確認された幼虫の種類は 5 属 18 種群及び不明種（2011 年：6 属 19 種群及び不

明種）で、そのうち蚊媒介性感染症の媒介種（優先種）は、3 属 8 種群（2011 年：2 属 6
種群）であった（表 6）。 
成虫調査又は幼虫調査で生息が確認された海港及び空港は、合計 65 の海港及び空港

（97.0％）（2011 年：63 海港及び空港 91.3％）であった（表 5，6）。 
成虫の消長は、活動が認められる月の平均気温が概ね 15℃以上（北海道：6-10 月、本

州：3-12 月、南西諸島：1-12 月）となる時期から生息が確認され、亜熱帯に属する那覇

港及び那覇空港では、例年同様に概ね年間を通じて生息が確認された（表 7－10）。 
蚊族媒介性感染症別に媒介種の生息状況を見ると、デング熱及びチクングニア熱は、成

田国際空港において、媒介種（優先種）であり国内での生息が認められていないネッタイ

シマカ（Aedes aegypti）の蛹及び幼虫が、航空機到着スポット周辺に設置したオビトラッ

プ 1 箇所で確認された。 
ヒトスジシマカ（Aedes albopictus）の成虫又は幼虫は、北海道、青森港、八戸港、気

仙沼港、舞鶴港、敦賀港、阪南港、長崎港、平良港、青森空港、秋田空港、東京国際空港

を除く合計 42 の海港及び空港（62.7％）（2011 年：43 海港及び空港 62.3％）で確認され

た。捕集されたヒトスジシマカ（Aedes albopictus）の成虫は、2,796 個体で、捕集され

た蚊族の 19.3％（2011 年：2,828 個体 14.2％）を占めていた（表 5，7，地図 3）。 
日本脳炎は、媒介種（優先種）であるコガタアカイエカ（Culex tritaeniorhynchus）の

成虫又は幼虫の生息が福島県以南の 23 海港及び空港（34.3％）（2011 年：29 海港及び空
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港 42.0％）で確認された。 
コガタアカイエカ（Culex tritaeniorhynchus）の分布は、北海道及び東北の海港及び空

港を除く地域で確認され、生息の消長は、概ね月の平均気温が 15℃以上となる時期であっ

た（表 5，表 8）。 
ウエストナイル熱は、花咲港、苫小牧港、室蘭港、長崎港の 4 海港を除く 63 海港及び

空港 94.0％（2011 年：64 海港及び空港 92.8％）で鳥類への嗜好性が高いイエカ属（Culex 
sp.）を中心とした成虫又は幼虫が確認された。成虫の媒介種（優先種）は、チカイエカ（Cx. 
pipiens molestus）が 2海港及び空港（3.0％）で 10個体、アカイエカ（Culex pipiens pallens）
が 32 海港及び空港（47.8％）で 2,969 個体、ネッタイイエカ（Culex pipiens 
quinquefaciatus）が 4 海港及び空港（6.0％）で 179 個体、アカイエカ群（Culex pipens 
Complex）が22海港及び空港（32.8％）で7,262個体となり、合計で56海港及び空港（83.6％）

で 10,420 個体が捕集され、捕集された蚊族の 71.9％を占めていた。イエカ属（Culex sp.）
の分布は、北海道から沖縄県までの広い地域で、月の平均気温が 15℃前後を中心とした時

期から確認され、また、冬季の気温が高い沖縄県では、昨年同様に年間を通じて生息が確

認された（表 5，表 9）。 
マラリアは、三日熱マラリアの媒介種（優先種）であるオオツルハマダラカ（Anopheles 

lesteri）及びシナハマダラカ（Anopheles sinensis）の生息が石巻港、新潟港、新千歳空

港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、関西国際空港、那覇空港の 8 海港及び空港 11.9％
（2011 年：8 検疫港 11.6％）で確認され、捕集数は 23 個体 0.2％ (2011 年：29 個体 0.2％）

と僅かであった。また、生息の消長は気温が高い 6～9 月であった（表 5，表 10）。 
以上、調査で捕集した蚊族のうち蚊族媒介性感染症の媒介種（優先種）であった 13,878

個体（1,523 プール）について、病原体検査（フラビウイルス、チクングニアウイルス、

マラリア原虫）を実施した結果、全て陰性であった（表 5）。 
 

4.2 ねずみ族調査 Investigation of rodent 
ねずみ族等媒介性感染症に対する浸淫度を追跡し、流行を推定する目的で政令区域におけ

るねずみ族及び寄生ノミの侵入・生息状況の調査及び病原体検査を実施した。 
調査は、調査マニュアルに基づき、蚊族調査と同様に政令区域内に調査区を設定し、調査

区内にねずみ族の捕獲器である籠及びシャーマントラップを設置し、49 海港及び 17 空港の

合計 66 の海港及び空港（2011 年：43 海港、17 空港、合計 60 海港及び空港）、延べ 634 調

査区（2011 年：513 調査区）で実施された。 
その結果、33 海港及び 12 空港、合計 45 海港及び空港 68.2％（2011 年：44 海港及び空

港 73.3％）でねずみ族が捕獲された。捕獲したねずみ族は 4 属 5 種、423 頭（2011 年：4
属 8 種、384 頭）で、ドブネズミが 237 頭と最も多く捕獲され、次いで、131 頭のハツカネ

ズミ、26 頭のクマネズミ、18 頭のエゾヤチネズミ、11 頭のアカネズミが捕獲され、全てが

国内で生息が確認されている種であった（表 11）。 
１調査区あたりの捕獲率は、0.7 頭と 2011 年（0.2 頭）に比べ上昇し、１調査区あたりの

捕獲率が高かったのは、石巻港の 8.8 頭であった。 
寄生ノミについては、ヨーロッパネズミノミ（Nosopsyllus fasciatus ）が 20 個体、ヤマ

トネズミノミ（Monopsyllus anisus）が 1 個体及び不明種 4 個体の合計 2 種 25 個体（2011
年：ヨーロッパネズミノミ（Nosopsyllus fasciatus ）87 個体、ケオプスネズミノミ
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（Xenopsylla cheopis） 1 個体及び不明種 16 個体の合計 104 個体）が採取され、採集個体

数は、昨年に比べ大きく減少した（表 11）。 
ねずみ族等媒介性感染症別に見ると、ペストは、全てのねずみ族が媒介種されているため、

捕獲された 4 属 5 種 423 個体がその対象であり広く分布していた。また、ペスト菌を媒介す

る寄生ノミとして、ヤマトネズミノミ（Monopsyllus anisus）が直江津港で、ヨーロッパネ

ズミノミ（Nosopsyllus fasciatus）が、石巻港、川崎港（京浜港）、名古屋港で採取された。

特に、川崎港（京浜港）では 12 個体が採取され、全国で採取されたヨーロッパネズミノミ

（Nosopsyllus fasciatus）の 60.0％を占めていた。 
捕獲したねずみ族 423 頭のうち、370 頭について、病原体検査としてペスト特異的抗体検

査を行ったが、全て陰性であった（表 11）。 
HFRS は、捕獲されたねずみ族のうち、媒介種（優先種）であるドブネズミ（Rattus 

norvegicus）及びクマネズミ（Rattus rattus）、従属的媒介種であるエゾヤチネズミ

（Clethrionomys rufocanus）の合計で 281 頭 66.4％（2011 年：262 頭 68.2%）が捕獲され

た。捕獲されたねずみ族のうち媒介種について、病原体検査（HFRS 特異的抗体検査を）を

行った結果、呉港の 1 調査区で捕獲されたドブネズミ 1 頭が HFRS ウイルス抗体陽性（抗体

価：64 倍）となり、その後の重点調査等において、新たに 5 頭のドブネズミが捕獲されたが、

検査結果は全て陰性であった。（表 11）。 
なお、HPS、ラッサ熱、南米出血熱の媒介種は捕獲されなかった（表 11，地図 9－11）。 

 
５ リスク評価とまとめ（2012 年）  Risk assessment of vector - borne diseases（2012） 

5.1  蚊族媒介性感染症 Mosquito - borne diseases 
航空機調査では、7 ヶ国、8 路線（2011 年：6 ヶ国、6 路線）の 30 機（1.2％）から 324

個体（2011 年：18 機 0.8％、33 個体）の蚊族が捕集され、昨年と比較して捕集された航空

機及び捕集個体数が大幅に増加した。特に捕集された蚊族は、昨年の約 10 倍となっており、

インドのムンバイ便で 273 個体のネッタイイエカ（Culex pipiens quinquefaciatus）が捕集

されるなど大幅に増加していた。 
捕集された航空機の多くは、昨年と同様に近隣で交流が盛んで蚊媒介性感染症の流行地域

となっているタイ、インド、マレーシアを始めとする東南アジア及び南アジアの国々であっ

たが、その他、中国、米国、ドイツなどの到着便からも捕集されていた。 
捕集された蚊族の種類は、昨年同様に、ウエストナイル熱の媒介種（優先種）であるネッ

タイイエカ（Culex pipiens quinquefaciatus）が捕集された蚊族全体の 88.6％と高かったほ

か、成田国際空港において、オーストラリア（DRW）発でフィリピン（MNL）経由の航空

機 1 機のベリースペース（貨物室）からデング熱及びチクングニア熱の媒介種（優先種）で

あり、国内に生息していないネッタイシマカ（Aedes aegypti）の雄 1 個体が捕集された。 
航空機調査で、病原体を保有している蚊族は確認されなかったものの、捕集個体が増加し

ていることもあり、今後も蚊媒介性感染症の発生国や発生地域が拡大していくことが懸念さ

れているため、海外での蚊媒介性感染症の流行状況等を考慮した計画的な航空機調査による

監視が必要である。また、ネッタイシマカのように国内に生息しない蚊媒介性感染症の媒介

種（優先種）の侵入及び定着を防止するために、航空会社等に対する機内への蚊族の侵入防

止の適切な指導等を行う必要があると思われる。 
成虫調査は、海港及び空港において調査実施頻度に差はあるものの、59 海港及び空港
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88.1％と殆どの海港及び空港で蚊族の生息が確認され、捕集された蚊族のうち、蚊族媒介性

感染症の媒介種（優先種）は、3 属 8 種群 13,979 個体 96.4％（2011 年：3 属 8 種群、18,482
個体 93.0％）と高い割合を占めていた。 
特に、デング熱やチクングニア熱の媒介種（優先種）であるヒトスジシマカは、北海道や

東北の一部を除く地域で広く捕集され、ウエストナイル熱の媒介種（優先種）であるチカイ

エカ（Cx. pipiens molestus）、アカイエカ（Culex pipiens pallens）、ネッタイイエカ（Culex 
pipiens quinquefaciatus）、アカイエカ群（Culex pipens Complex）は、北海道から沖縄ま

で広く捕集され、更に、例年同様に、一部の海港及び空港からマラリアの媒介種（優先種）

であるシナハマダラカ（Anopheles sinensis）及びオオツルハマダラカ（Anopheles lesteri）
の生息が確認されたことから、感染者が国内にいた場合には国内での感染拡大に繋がる可能

性があるため、引き続き、生息状況を監視する必要があると思われる。 
幼虫調査は、53 海港及び空港 94.6％で蚊族の生息が確認され、確認された蚊族のうち蚊

媒介性感染症の媒介種（優先種）は、3 属 8 種群であった。特に、日本脳炎、デング熱、ウ

エストナイル熱の媒介種（優先種）は、過去の調査結果と同様に、調査を実施した海港及び

空港において広く分布していたことが確認された。 
また、成田国際空港では、デング熱及びチクングニア熱の媒介種（優先種）であり、国内

に生息していないネッタイシマカ（Aedes aegypti）の蛹及び幼虫が航空機到着スポット周辺

に設置したオビトラップにおいて確認されたことから、定着及び生息域を把握するための調

査の強化や、同時に殺虫剤等を使用した定着防止対策を実施した。その結果、その後の調査

では幼虫発見場所を中心とした 400m エリア及び定期調査定点での成虫及び幼虫は確認され

なかった。今回の事例は、発見場所の状況から雌のネッタイシマカが航空機を介して侵入し

てオビトラップに産卵した可能性が高く、航空機調査や政令区域内の定期的調査が、蚊族媒

介性感染症の媒介種の侵入及びその後の定着の防止対策を行う上で重要であることが再認識

された（24）。 
各蚊族媒介性感染症についてリスク評価すると、デング熱及びチクングニア熱は、媒介種

（優先種）であるヒトスジシマカ（Aedes albopictus）が宮城県以南で生息が確認され、ま

た、成田国際空港において、ネッタイシマカ（Aedes Aegypti）の蛹及び幼虫が確認された

ものの、いずれも病原体の保有が認められなかった。これら調査結果を踏まえ、デング熱及

びチクングニア熱の発生の可能性を評価すると、A レベル（蚊族の採集なし）が 5 海港及び

空港 7.5％、B レベル（蚊族を採集（媒介蚊を除く））が 20 海港及び空港 29.9％、C レベル

（媒介種（優先種）は確認されたが病原体が陰性であった）が 42 海港及び空港 62.7％、D
レベル（感染蚊を採集）に該当する海港及び空港はなかった（表 7，地図 3）。しかし、デン

グ熱及びチクングニア熱の媒介種（優先種）であり、国内に生息していないネッタイシマカ

（Aedes aegypti）の蛹及び幼虫が航空機到着スポット周辺に設置したオビトラップから確認

されたことや航空機調査においてネッタイシマカ（Aedes aegypti）の成虫が捕集されたこと

から、引き続き、生息状況及び病原体保有状況等の監視が必要と思われる。また、国立感染

症研究所が実施した調査では、青森県において、ヒトスジシマカ（Aedes albopictus）のコ

ロニーが確認されるなど国内での生息域は拡大傾向にあり、更に、ヨーロッパではヒトスジ

シマカ（Aedes albopictus）が侵入・定着後、デング熱やチクングニア熱の発生事例が報告

されている（23）。このため、我が国においてもデング熱及びチクングニア熱の患者の輸入

例が確認されていることを考慮するとヒトスジシマカ（Aedes albopictus）の生息状況及び
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病原体保有状況等の監視が必要と思われる。 
日本脳炎は、媒介種（優先種）であるコガタアカイエカ（Culex tritaeniorhynchus）は関

東から沖縄にかけ生息が確認されていた。これら調査結果を踏まえ、日本脳炎の発生の可能

性を評価すると、A レベル（蚊族の採集なし）が、4 海港及び空港 6.0％、B レベル（蚊族を

採集（媒介蚊を除く））が 40 海港及び空港 59.7％、C レベル（媒介種（優先種）は確認され

たが病原体陰性が 23 海港及び空港 34.3％、D レベル（感染蚊を採集）に該当する海港及び

空港はなかった（表 8，地図 4）。しかし、国内でのリザーバーであるブタの日本脳炎 HI 抗
体保有状況調査では、調査を行った 35 道県のうち 24 道県で HI 陽性のブタが確認されてお

り、特に四国地方及び九州地方においてブタの HI 抗体陽性が高い傾向にある（7）。このた

め、引き続き、生息状況及び病原体保有状況等の監視が必要と思われる。 
ウエストナイル熱は、媒介種（優先種）が 2011 年同様に全国的に生息していることが確

認された。これら調査結果を踏まえ、ウエストナイル熱の発生の可能性を評価すると、A レ

ベル（蚊族の採集なし）が 4 海港及び空港 6.0％、B レベル（蚊族を採集（媒介蚊を除く））

が 4 海港及び空港 6.0％、C レベル（媒介種（優先種）は確認されたが病原体が陰性であっ

た）が 59 海港及び空港 88.1％、D レベル（感染蚊を採集）に該当する海港及び空港はなか

った（表 9，地図 5）。現時点で、ウエストナイル熱患者の輸入例は、2011 年以降報告はな

く国内での発生リスクは低いと推測されるが、媒介種（優先種）が広く分布していることか

ら、引き続き、生息状況及び病原体保有状況等の監視が必要と思われる（25）。 
マラリアは、媒介種（優先種）であるシナハマダラカ（Anopheles sinensis）及びオオツ

ルハマダラカ（Anopheles lesteri）の生息が 8 海港及び空港 12.1％で確認された。これら調

査結果を踏まえ、マラリアの発生の可能性を評価すると、A レベル（蚊族の採集なし）が 4
海港及び空港 6.0％、B レベル（蚊族を採集（媒介蚊を除く））が 56 海港及び空港 83.4％、

Cレベル（媒介種（優先種）は確認されたが病原体が陰性であった）が 7海港及び空港 10.4％、

D レベル（感染蚊を採集）に該当する海港及び空港はなかった（表 10，地図 6）。A 又は B
レベル（媒介種は確認されなかった）に該当する海港及び空港は、60 海港及び空港 89.6%で

あり、媒介種の生息密度は低く、更に、患者の輸入例も増加傾向にないため国内において発

生するリスクは低いと推測されるが、引き続き、生息状況及び病原体保有状況等の監視が必

要であると思われる。 
以上のことから、デング熱、チクングニア熱、日本脳炎及びマラリアの蚊族媒介性感染症

の発生の可能性を評価すると D レベル（媒介種が確認され病原体が陽性であった）に該当す

る海港及び空港はなったが、蚊族媒介性感染症の媒介種（優先種）の生息が確認されたこと

から、特に、2011 年同様、気温が高く捕集数が多くなる夏季については、引き続き、生息状

況及び病原体保有状況等の監視が必要と思われる（表 17）。 
また、デング熱及びチクングニア熱の媒介種（優先種）であり、国内に生息していないネ

ッタイシマカ（Aedes. Aegypti）の蛹及び幼虫が成田国際空港で発見され、更に到着した航

空機からも成虫が捕集されたことから、特に、国際空港における侵入調査の強化・充実と発

見時の対策強化を図ることが重要であると思われる。 
 

5.2  ねずみ族等媒介性感染症 Rodent - borne diseases 
ねずみ族調査は、各海港及び空港の調査頻度等に差はあるものの、45 海港及び空港 68.2％

（2011 年：44 検疫港 73.3％）でねずみ族の生息が確認され、捕獲された 423 頭（2011 年：
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384 頭）は、昨年の捕獲実績の 1.1 倍であったが、１調査区数の捕獲率は 0.7 頭となり、2011
年（0.2 頭）と比較し上昇した。一方、採取されたノミ類は、25 個体と昨年（104 個体）に

比べ、大幅に減少し、昨年採取されたペストの媒介種（優先種）であるケオプスネズミノミ

の採取はなかった。捕獲されたねずみ族は、いずれも国内で生息が確認されている種であっ

たが、捕獲されたねずみ族の病原体保有検査の結果、呉港で捕獲されたドブネズミ 1 頭から

HFRS ウイルスの抗体が陽性となったことから、引き続き、生息状況及び病原体の保有状況

等の監視が必要と思われる。 
各ねずみ族等媒介性感染症についてリスク評価すると、ペストは、媒介種である 423 頭の

うち、370 頭について病原体検査を行った結果、全て陰性であり、我が国と交流がある地域

ではペストの流行がなかったこと、患者の輸入例がないことなどを考慮すると発生するリス

クは低い状況と推測される。これら調査結果を踏まえ、ペストの発生の可能性を評価すると、

A レベル（媒介種の捕獲がない）が 21 海港及び空港 31.8％、C レベル（媒介種の捕獲あり）

が 45 海港及び空港 68.2％、B レベル（ねずみ族の捕獲があり）、D レベル（ねずみ族から検

疫感染症等の病原体の特異抗体を確認）及び E レベル（ねずみ族から検疫感染症等の病原体

を確認）に該当する海港及び空港はなかった（表 12，地図 7）。しかし、昨年に比べねずみ

族の捕獲数が増加していることや、ペスト菌を媒介するヨーロッパネズミノミ（Nosopsyllus 
fasciatus ）及びヤマトネズミノミ（Monopsyllus anisus ）が石巻港、川崎港（京浜港）、

新潟港、名古屋港で採取され、特に、川崎港（京浜港）は 12 個体と採取されたヨーロッパ

ネズミノミ（Nosopsyllus fasciatus ）の 60.0％を占めていたことから、引き続き、生息状

況及び病原体保有状況等の監視が必要と思われる。 
HFRS については、捕獲された Seoul 型ウイルスを媒介するドブネズミ（Rattus 

norvegicus）、クマネズミ（Rattus rattus）及び東欧に分布する Dobrava 型ウイルスを媒介

するエゾヤチネズミ（C. rufocanus bedfordiae）の病原体検査を行った結果、呉港で捕獲さ

れたドブネズミ 1 頭が HFRS ウイルス抗体陽性となったが、その後の調査で HFRS ウイル

ス抗体陽性のねずみ族が捕獲されなかったことから、拡大の可能性はなかったと思われる。 
これら調査結果を踏まえ、HFRS の発生の可能性を評価すると、A レベル（ねずみ族の捕獲

がない）が 21 海港及び空港 31.8％、B レベル（ねずみ族の捕獲があり）が 3 海港及び空港

4.5％、C レベル（媒介種の捕獲あり）が 41 海港及び空港 62.1％、D レベル（ねずみ族から

検疫感染症等の病原体の特異抗体を確認）が 1 海港及び空港 1.5％、E レベル（ねずみ族か

ら検疫感染症等の病原体を確認）に該当する海港及び空港はなかった（表 13，地図 8）。し

かし、HFRS ウイルス抗体陽性のねずみ族が捕獲された事例もあり、引き続き、生息状況及

び病原体保有状況等の監視が必要と思われる。 
HPS、ラッサ熱及び南米出血熱については、媒介種であるねずみ族の捕獲はなかった。こ

れら調査結果を踏まえ、HPS、ラッサ熱及び南米出血熱の発生の可能性を評価すると、A レ

ベル（ねずみ族の捕獲がない）が 21 海港及び空港 31.8％、B レベル（ねずみ族の捕獲があ

り）が 45 海港及び空港 68.2％、C レベル（媒介種の捕獲あり）、D レベル（ねずみ族から検

疫感染症等の病原体の特異抗体を確認）及び E レベル（ねずみ族から検疫感染症等の病原体

を確認）に該当する海港及び空港はなかった（表 14－16，地図 9－11）。しかし、海外での

HPS、ラッサ熱及び南米出血熱の発生状況を把握し、また、外来種の侵入を監視するために、

引き続き、生息状況及び病原体保有状況等の監視が必要と思われる。 
以上のことから、ねずみ族等媒介性感染症の発生する可能性を評価すると、D レベル（ね
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ずみ族から検疫感染症等の病原体の特異抗体を確認）の該当する海港があったものの感染拡

大の可能性が低く、また、E レベル（ねずみ族から検疫感染症等の病原体を確認）に該当す

る海港及び空港はなく、ねずみ族等媒介性感染症が発生する可能性は低いという結果となっ

たが、HFRS ウイルス抗体陽性ねずみ族が捕獲された事例を踏まえ、今後も継続的な調査が

必要と思われる（表 17）。 
 
６ 情報提供事業 Providing of data analysis results 

全国から集約したサーベイランスの結果については、蚊族媒介性感染症及びねずみ族等媒介

性感染症の発生情報と共に「ベクターサーベイランス情報通信」として取りまとめ、港湾衛生

調査が本格化する 6～11 月までの間、毎月、各検疫所へ電子メールにより送付した（第 28～
33 号）。 

 
７ 添付資料 Appendix  

6.1 平成 17 年 8 月 3 日付、食安検発第 0803001 号「港湾区域等衛生管理業務の手引きに 
ついて」（本文抜粋） 
①「港湾衛生管理ガイドライン」 
②「Ⅰねずみ族調査マニュアル」 
③「Ⅲ蚊族調査マニュアル」 

6.2 平成 18 年 9 月 25 日付け、食安検発第 0925001 号「「港湾区域等衛生管理業務の手引 
きについて」における調査結果の取扱いについて」（本文抜粋）（参考：調査結果の報告 
の流れ） 
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図2 航空機調査で捕集された蚊族の種類と最終発航地 (2012年)
Figure2 Species of invasive adult mosquito captured and 

last departure airport （2012）
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図3 検疫港・検疫飛行場におけるデング熱とチクングニア熱の発生リスク評価（2012年）
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図4 検疫港・検疫飛行場における日本脳炎の発生リスク評価（2012年）
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図5 検疫港・検疫飛行場におけるウエストナイル熱の発生リスク評価（2012年）

Figure5. Risk assessment of West nile fever of invasive 
and indigenous at Quarantine port and Quarantine 
airport, Japan in 2012
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図6 検疫港・検疫飛行場におけるマラリアの発生リスク評価（2012年）

Figure6 . Risk assessment of Malaria of invasive and 
indigenous at Quarantine port and Quarantine airport, Japan 
in 2012
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Figure7. Risk assessment of Plague of invasive and 
indigenous at Quarantine port and Quaranitne airport, Japan 
in 2012 
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図7 検疫港・検疫飛行場におけるペストの発生リスク評価（2012年）
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図8 検疫港・検疫飛行場における腎症候群出血熱の発生リスク評価（2012年）

Figure8. Risk assessment of Hamorrhagic fever with renal  
syndrome of invasive and indigenous at Quarantine port and 
Quaranitne airport, Japan in 2012 
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図9 検疫港・検疫飛行場におけるハンタウイルス肺症候群の発生リスク評価（2012年）

Figure9 . Risk assessment of Hantavirus pulmonary 
syndrome of invasive and indigenous at Quarantine port and 
Quarantine airport, Japan in 2012 
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図10 検疫港・検疫飛行場におけるラッサ熱の発生リスク評価（2012年）

Figure10 Risk assessment of Lassa fever of invasive and 
indigenous at Quarantine port and Quarantine airport, 
Japan in 2012

No captured  rodent
Captured rodent 
Captured primary vector
Collected rodent with vector rat fleas
Antibody positive
Pathogen positive
■ Quarantine airport
● Quarantine port  
○ Not Quarantine port

38 



004

193

013
020

021

199

201

033

048

040205

206

069

075

219

006 

195
008 

002

036
037

026

209

212

045

Tokyo Bay

Osaka Bay

028
200

050

051

012

022

197

204

194

005 

003

001

090

019

011

034
202

029 
030

046
070

196

198

018

039

035

203

052

053

059

058

086

Ogasawara Islands

Hokkaido

Kyushu

Honshu

Shikoku

Ishigaki

Miyako

1st Feb.2011

Ryukyu Archipelago

100

007

014
015

016
017

089

図11 検疫港・検疫飛行場における南米出血熱の発生リスク評価（2012年）

Figure11 . Risk assessment of South american hemorrhagic 
fever of invasive and indigenous at Quarantine port and 
airport, Japan in 2012
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○検疫法（抜粋） 

第一章 総則 

(目的)                       

第一条 この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入

することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置

を講ずることを目的とする。(平一〇法一一五・一部改正)                 

(検疫感染症) 

第二条 この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。                      

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に 

  規定する一類感染症 

二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエン 

ザ等感染症 

三 前二号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入す

ることを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるも

の(昭三一法六六・昭四五法五九・平八法一〇七・平一〇法一一五・平一五法一四五・平一

八法一〇六・平二〇法三〇・一部改正) 

(検疫所長の行う調査及び衛生措置)       

第二十七条 検疫所長は、検疫感染症及びこれに準ずる感染症で政令で定めるものの病原体を

媒介する虫類の有無その他これらの感染症に関する当該港又は飛行場の衛生状態を明らかに

するため、検疫港又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶

若しくは航空機について、食品、飲料水、汚物、汚水、ねずみ族及び虫類の調査を行い、若

しくは当該区域内に設けられている施設、建築物その他の場所について、海水、汚物、汚水、

ねずみ族及び虫類の調査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。        

２ 検疫所長は、前項に規定する感染症が流行し、又は流行するおそれがあると認めるとき

は、同項の規定に基づく政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶若しくは航空

機若しくは当該区域内に設けられている施設、建築物その他の場所について、ねずみ族若

しくは虫類の駆除、清掃若しくは消毒を行い、若しくは当該区域内で労働に従事する者に

ついて、健康診断若しくは虫類の駆除を行い、又は検疫官その他適当と認める者をしてこ

れを行わせることができる。 

３ 検疫所長は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その旨を関係行政機関の長に通

報しなければならない。(昭三一法六六・昭四五法五九・平一〇法一一五・一部改正) 

 

○検疫法施行令（抜粋）(昭和二十六年十二月十四日)(政令第三百七十七号)              

 (政令で定める検疫感染症)              

第一条 検疫法(以下「法」という。) 第二条第三号の政令で定める感染症は、チクングニア熱、

デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルス A属インフルエンザ Aウイル

スであつてその血清亜型がＨ五Ｎ一であるものに限る。別表第二において「鳥インフルエン

ザ(Ｈ五Ｎ一)」という。)及びマラリアとする。(平一五政四五九・追加、平一八政二〇九・

平一九政四四・平二〇政一七五・平二三政五・一部改正) 

(検疫感染症に準ずる感染症)             

第三条 法第二十七条第一項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎症候性出血熱、



日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。(平一五政四五九・全改)    

(調査を行う区域)                  

第四条 法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。(昭三一政一八四・一

部改正) 

 

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（抜粋）(平成十年十月二日)(法律

第百十四号) 

(定義) 

第六条 

この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五

類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 

２ この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 

一 エボラ出血熱 

二 クリミア・コンゴ出血熱 

三 痘そう 

四 南米出血熱 

五 ペスト 

六 マールブルグ病 

七 ラッサ熱 

 

○港湾区域等衛生管理業務の手引きについて(平成１７年８月３日食安検発第０８０３００１号 

各検疫所長宛 検疫所業務管理室長通知) 

 

  検疫法第２７条の規定に基づき、検疫所長の行う調査及び衛生措置については、「港湾区域及

び空港区域の衛生対策について」（平成１１年９月３０日付け生衛発第１４１５号生活衛生局長

通知）に伴い、「港湾衛生管理ガイドライン」及び調査項目ごとに「調査マニュアル」（平成１

１年９月３０日付け衛検第２４０号検疫所業務管理室長通知）を策定し、同年１０月１日より

施行しているところであるが、今般、「港湾衛生管理ガイドライン」及び調査マニュアルのうち、

「ねずみ族調査マニュアル」及び「蚊族調査マニュアル」を別添の通り改訂したので、港湾区

域等衛生管理業務の実施に当たっては、これにより実施することとされたい。 

なお、「港湾区域等衛生管理業務手引きについて」（平成１１年９月３０日付け衛検第２４０号

検疫所業務管理室長通知）は、廃止する。 

 

記 

 

別添 1 港湾衛生管理ガイドライン 

別添 2 ねずみ族調査マニュアル 

別添 3 蚊族調査マニュアル 

 

 

 



別添１ 

港湾衛生管理ガイドライン 

１.目的            

近年、海外における新興・再興感染症の流行が現実的な問題となっており、さらに、交通手段

の迅速化、大型化等により、数日でそれらの感染症が地球規模で流行拡大を起こすことが多く経

験されている。このような感染症のグローバル化のなかで、我が国に常在しない感染症の侵入・

定着が危惧されているところである。これらの状況から、船舶や航空機を介して国内に侵入・定

着する可能性のある検疫感染症及び検疫感染症に準ずる感染症（以下「検疫感染症等」という。）

並びに検疫感染症等を媒介するねずみ族や蚊族といった動物等（以下「媒介動物等」という。）

の国内への侵入・まん延防止等について、従来から実施されてきた港湾衛生対策について、さら

なる効率的な運用を図るための見直しが必要となってきた。このガイドラインは、検疫感染症等

の侵入に大きく関与するそれら流行地域から来航する船舶や航空機並びにその中に生息する媒

介動物等に対して合理的、かつ効率的に対策を講じるとともに、海外からの船舶及び航空機が出

入りする港湾区域等における媒介動物等の生息状況、侵入実態等について調査、監視を行い、我

が国への検疫感染症等の侵入を防止し、的確な港湾衛生対策を実施することを目的とする。港湾

衛生対策は、ねずみ族や蚊族等の媒介動物対策及び海水調査、飲料水調査等の環境衛生対策に区

分し、実施する。媒介動物対策は、これまでの海港、空港ごとの調査実績、検疫感染症等の侵入

の危険性等を評価・解析することで、それぞれの海港、空港における調査の必要性を明確に規定

し、全国的に統一された手法により、必要な場所で必要な頻度の調査を実施することとする。 

２.調査対象感染症 

港湾衛生業務の対象となる感染症は、検疫感染症のうち、ねずみ族や虫類によって媒介される

ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、黄熱、デング熱、マラリアのほか、検疫感染症に

準ずる感染症として日本脳炎、ウエストナイル熱、腎症候性出血熱及びハンタウイルス肺症候群

である。また、海水調査等の環境衛生対策の対象感染症は、検疫感染症であるコレラである。こ

れらの感染症の調査対象となる媒介動物等は、下記のとおりであり、調査対象ごとに調査マニュ

アルを作成した。 

ア．ねずみ族   

・ねずみ族：ラッサ熱、ペスト、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群 

・ノミ類：ペスト 

  イ．蚊族 

    黄熱、マラリア、デング熱、日本脳炎、ウエストナイル熱 

ウ．海水、飲料水、機内食、汚水、汚物 

    コレラ 

３.衛生調査の実施について 

媒介動物等によって媒介されるラッサ熱、ペスト及び黄熱をはじめとする感染症については、

媒介動物の国内侵入、定着を許せば、国内での発生及び流行を招き、国民の健康被害に重大な影

響を及ぼす恐れが危惧されることから、港湾衛生対策におけるベクターサーベイランスは極めて

重要である。そのため、年間を通じ計画的に調査を実施することにより当該区域に生息する媒介

動物の種類、分布状況、季節的変動の把握に努め、外国からの媒介動物の侵入をいち早く察知す

る必要がある。また、環境衛生対策として海水調査、飲料水調査、汚水・汚物調査及び機内食の

調査を行うことにより、コレラの国内への侵入を監視し、まん延を防止することが重要であり、

海外における発生、流行状況に応じて実施する必要がある。 



４.結果の活用及び情報提供 

港湾衛生調査結果の効果的な活用を図るためには、調査結果を集積、解析することが必要であ

り、さらにこの情報を全国検疫所の定点情報として集約することが重要である。 

（１）媒介動物対策の調査結果            

ア．各検疫所において、実施した媒介動物調査結果に基づき、その生息状況の把握及び調査

結果の評価マップの作成を行う。さらに調査結果は、調査終了毎ごとに成田空港検疫所媒

動物検査室に電子媒体にて送付する。 

イ. 成田空港検疫所媒介動物検査室は、全国検疫所から集約（一元化）されたデータの解析を

行い、各検疫所の危害度について検疫所業務管理室に報告するとともに、電子地図へのマッ

ピング等データの加工を実施する。 

ウ．検疫所業務管理室は、危害度の高い検疫所を指定し、各検疫所へ調査頻度及び対策につい

て周知を図るとともに、適切な方法で国民に対し媒介動物に係る情報提供を行う。 

（２）環境衛生対策における調査結果 

これまで実施してきた調査結果を解析するとともに、入港する船舶等の発航地、寄港地を

調査する。 

５.防疫機関との連携 

港湾衛生業務は、重篤な感染症の国内への侵入、まん延を防止することを目的としている。そ

のため、対象感染症の病原体の検出、感染症を媒介する外国産媒介動物の侵入、生息の確認等の

緊急時には、国内防疫機関との連携が不可欠であり、協力体制による監視強化、駆除等の防疫措

置を講ずる。この連携を確保するためには、各検疫所は、各検疫所で実施した調査結果について

得られた情報を各都道府県等に提供し、密に連携を強化することが重要である。 

６.衛生業務における感染予防対策 

（１）港湾衛生調査時の予防対策 

調査を行う際には、必ず専用の作業着、手袋、マスク、防護メガネ等を着装し、媒介動物

その他の健康被害を及ぼすと考えられる要因から防御する。 

（２）当該感染症発見時の予防対策 

当該感染症の病原体を保有する媒介動物を発見した場合には、必要に応じて抗生剤の予防

内服、ワクチン接種のほか、健康診断を実施する。 

７.報告書の提出 

「港湾区域及び空港区域の衛生対策について」（平成１１年生衛発第１４１５号生活衛生局長通

知）に基づく調査結果等の様式は、以下のとおりとする。 

（１）各港湾区域等の概況については、別紙様式第１によること。 

（２）ねずみ族調査結果の報告については、別紙様式第２によること。なお、ねずみ族調査にお

いて、検疫感染症を媒介すると思われる外部寄生虫が確認された場合の分類結果については、

別紙様式第３によること。 

（３）蚊族の調査結果の報告については、別紙様式第４によること。 

（４）蚊族の分類結果の報告については、別紙様式第５によること。 

（５）海水調査結果の報告については、別紙様式第６によること。 

（６）飲料水調査結果に報告については、別紙様式第７によること。 

（７）機内食著佐結果の報告については、別紙様式第８によること。 

（８）汚水汚物調査結果の報告については、別紙様式第９によること。 

 



別添２ 

Ⅰ ねずみ族調査マニュアル（抜粋） 

１． はじめに 

ねずみ族調査は、検疫感染症及び検疫感染症に準ずる感染症のうち、ねずみ族が媒介するラ

ッサ熱、ペスト、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群（以下、「ねずみ族媒介性感染症」

という。）の国内侵入・まん延を防止するため、検疫港及び検疫飛行場（以下、「検疫港」とい

う。）ごとに政令で定める区域（以下、「港湾区域等」という。）のうち、ねずみ族媒介性感染症

の侵入する危険度を有する港湾区域等についてねずみ族媒介性感染症の病原体を保有するねず

み族の侵入状況を調査する。また、ねずみ族媒介性感染症を媒介するねずみ族及びペストを媒

介する寄生ノミについて、港湾区域等における定着・発生状況を調査し、我が国に生息しない

ねずみ族等の定着防止及び在来種の生息域拡大防止を目的とする。 

 

２． ねずみ族調査 

ねずみ族調査を定期的に実施することにより、港湾区域等に生息するねずみ族等の種の分布

及び移動・拡散等について、経時的な変化を把握することが可能となり、ねずみ族媒介性感染

症の流行防止対策を効果的に講じることが出来  る。本調査はこの対策を実施するための基礎

資料とする。調査対象は、港湾区域等内の外航船舶・航空機が到着する区域及び国際貨物を蔵

置する上屋・倉庫、コンテナ蔵置場所等のねずみ族が生息・定着する可能性の高い区域とする。

ねずみ族調査は、アンケート調査及びねずみ族捕獲調査のほか、ねずみ族媒介性感染症が侵入

した可能性が高い場合等に実施する重点調査とする。 

（１）調査対象検疫港 

ねずみ族媒介性感染症の流行状況及び流行地域等からの船舶又は航空機の来航数並びに来

航者数等を指標として、ねずみ族媒介性感染症が侵入するリスクを評価し、その結果、危険

度が一定レベル以上にある検疫港について、調査対象検疫港として検疫所業務管理室より指

定する。これらの調査対象港においては、本マニュアルに従い、必要な頻度の調査を確実に

実施されたい。また、調査対象検疫港以外の検疫港にあっても、ベクターサーベイランスの

重要性から本マニュアルに準拠し、出来る限り調査を実施することとする。 

（２）アンケート調査 

港湾区域等にある上屋・倉庫等のねずみ族の生息状況等については、事業所毎に専門業者等

による調査・駆除が実施されている状況にあることから、関係者の協力を得て、対象区域内の

上屋・倉庫等の事業所宛に別添１の「アンケート調査」を実施し、情報を収集する。 

（３）ねずみ族捕獲調査 

ねずみ族媒介性感染症の侵入及びねずみ族、寄生ノミの生息・分布を把握するため、ねずみ

族は生け捕りを原則とする。この調査を効率的に実施するため、調査区及び調査定点を設定し、

一定の頻度・方法でねずみ族の捕獲をする。 

ア. 調査頻度・調査定点等 

調査対象の検疫港及び頻度は、別表１の「侵入確率分析に基づくねずみ族調査の区分と頻」

に従う。また、別添２の「ねずみ族調査における調査区及び調査定点の設定」に従い、調査

区及び定点を設定する。設定した定点は、様式第１の１の「ねずみ族調査定点記録表」に必

要事項を記載して保存する。 

イ．調査方法 

調査区毎に別添３の「ねずみ族の捕獲調査方法」に従い調査する。 



ウ．記録 

調査の状況については、様式第１の２の「ねずみ族調査結果表」及び様式第１の３の「ね

ずみ族検査結果記録表」に必要事項を記載して保存する。 

（４）重点調査 

ねずみ族捕獲調査により、捕獲ねずみ族から外来種を確認した場合及びねずみ族媒介性感

染症の病原体（特異抗体を含む）を確認した場合、検疫所業務管理室と協議の上、必要に応

じて港湾区域等内にある施設、船舶・航空機等に対しアンケート調査及びねずみ族捕獲調査

を実施する。また、海外での検疫感染症等の流行が報告された場合、検疫所業務管理室の指

示により重点調査を実施する。調査の状況については、必要に応じて、様式第１の２の「ね

ずみ族調査結果表」、様式第１の３の「ねずみ族検査結果記録表」、様式第１の４の「船舶・

航空機ねずみ族調査表」、及び様式第１の５の「船舶・航空機ねずみ族調査結果表」に必要事

項を記載し保存する。検査材料を受理した検査機関では速やかに検査を実施する。 

３． 種の同定及びねずみ族媒介性感染症の病原体検査 

ねずみ族捕獲調査で捕獲したねずみ族及びペストを媒介する寄生ノミの種の同定及び病原体

検査は、別添４の「ねずみ族調査における種の同定・病原体検査及び検体の送付方法」を参考

に実施する。検査は、検疫所業務管理室が指定した検査機関へ様式第１の６の「ねずみ族等検

査依頼書」へ必要事項を記入し依頼する。また、種の同定が困難な場合、同様に検査を依頼す

る。 

４． 報告 

ねずみ族の捕獲状況及び評価の結果については、調査終了毎ごとに、データベースファイル

に必要事項を入力後、電子メール等で成田空港検疫所媒介動物検査室へ送付する。 

５． 評価及び対策 

調査の結果については、調査の都度、別表２の「ねずみ族調査における評価と対策」に基づ

き評価し、対策を講じる。なお、ねずみ族媒介性感染症の流行の恐れがある場合には、検疫所

業務管理室と協議の上、地域住民等に対する健康等に関する調査、駆除、環境整備等（様式第

１の７「駆除及び環境整備実施記録表」参照。）の対策を講ずることとする。駆除については、

別添５の「ねずみ族の駆除法」を参考にする。 

６． その他 

（１）評価マップの作成 

Ⅲ「蚊族調査マニュアル」、別図の「評価マップの作成例」を参考として調査区毎に、感

染症別の評価結果を表した評価マップを作成する。なお、重点調査を行った調査結果は、速

やかに各都道府県及び関係機関等へ報告する。 

（２）関係機関等における捕獲ねずみ族の扱い 

港湾区域等に所在する関係機関等及び船舶等から、ねずみ族等（死そを含む）の発見等

の情報を得た場合には、現場の確認及びねずみ族の回収並びに種の同定、寄生ノミの検査

を実施し、病原体の保有状況を検査すること。 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

ねずみ族調査における評価と対策 

評価 
ねずみ媒介性感染症

が発生する可能性 
調査結果の定義 対策 

A 非常に低い 
ねずみ族の捕獲・痕

跡なし 

通常の調査を継続する。 

B 低い 

ね ず み 族 の 生 息

（在・外来種）を確

認 

上記に加え、ねずみ族等について病原体

保有調査を実施する。生息状況及び調査

結果等について、当該地区を管轄する自

治体の衛生主管部局（保健所等）へ情報

提供する。外来種を発見した場合、隣接

する調査区について捕獲調査等の重点

調査を実施する。 

C 中程度 

ねずみ族から検疫感

染症等の病原体の特

異抗体を確認 

上記に加え、政令区域内の全ての調査区

についてアンケート調査、捕獲調査等の

重点調査を実施する。調査結果を検疫所

業務管理室へ報告する。また、ねずみ族

の駆除対策について検討を行う。 

D 高い 

ねずみ族から検疫感

染症等の病原体を確

認 

上記に加え、検疫所業務管理室に報告す

るとともに、重点調査の結果により、流

行の恐れがある場合、検疫所業務管理室

と協議の上、自治体の衛生主管部局（保

健所等）と連携し、地域内侵入防止対策

を講ずることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添３ 

Ⅲ 蚊族調査マニュアル（抜粋） 

１．はじめに 

蚊族調査は、検疫感染症及び検疫感染症に準ずる感染症のうち、蚊族が媒介する黄熱、マラリア、

デング熱、日本脳炎、ウエストナイル熱（以下、「蚊媒介性感染症」という。）の国内侵入・まん延

を防止するため、検疫港及び検疫飛行場（以下、「検疫港」という。）ごとに政令で定める区域（以

下、「港湾区域等」という。）のうち、蚊媒介性感染症の侵入する危険度を有する港湾区域等につい

て、蚊媒介性感染症の病原体を保有する蚊族（以下、「感染蚊」という。）の侵入状況を調査する。

また、蚊媒介性感染症を媒介する蚊族（以下、「媒介蚊」という。）について、港湾区域等における

定着・発生状況を調査し、我が国に生息しない媒介蚊の定着防止及び在来種の生息域拡大防止を目

的とする。 

２．蚊族調査 

蚊族調査は、媒介蚊及び感染蚊の侵入状況を把握する目的で蚊族を輸送する可能性が高い航空機

を対象とした航空機調査のほか、媒介蚊及び感染蚊の侵入・生息、発生状況を把握する目的で航空

機が到着するエプロン等を含む区域及び航空機・船舶（以下、「航空機等」という。）により侵入し、

生息・定着する可能性が高い区域を対象とした港湾区域等調査とする。 

（１）調査対象検疫港 

蚊族媒介性感染症の流行状況及び流行地域等からの船舶又は航空機の来航数並びに来航者

数等を指標として、蚊族媒介性感染症が侵入するリスクを評価し、その結果、危険度が一定

レベル以上にある検疫港については、調査対象検疫港として検疫所業務管理室より指定する。

これらの調査対象港においては、本マニュアルに従い、必要な頻度の調査を確実に実施され

たい。また、調査対象検疫港以外の検疫港にあってもベクターサーベイランスの重要性から

本マニュアルに準拠し、出来る限り調査を実施することとする。 

（２）航空機調査 

ア．調査対象及び頻度 

調査対象の検疫港及び頻度は、別表１の「侵入確率分析に基づく蚊族調査の区分と頻度」

に従い、蚊媒介性感染症が発生している地域又は国から来航する航空機を調査の対象とす

る。また、発航地の蚊媒介性感染症の発生状況及び気候等を考慮して、年間計画を立て調

査する。 

イ．調査方法 

①聞き取り調査 

航空機調査の対象航空機の乗務員に対して、航行中の蚊族の生息状況を聞き取りにより

調査する。 

②採集調査 

航空機到着後、機内に入り、別添２の「蚊族の採集方法」、１の捕虫網・吸虫管法に従

い成虫を採集する。 

③記録 

調査及び検査結果は、様式第３の１の「航空機蚊族調査表」に記載し、保存する。 

（３）港湾区域等調査 

航空機が頻繁に到着する区域（空港エプロン、ターミナル等）は、媒介蚊及び感染蚊がそ

の生息地あるいは蚊媒介性感染症流行地から航空機を介して直接、侵入する可能性が高いた

め、重点的な調査が必要となる。また、海港の港湾区域及び空港の前述以外の空港区域につ



いては、生息する媒介蚊の発生状況を明らかにすることにより、蚊媒介性感染症の侵入と媒

介蚊の国内拡大防止対策に役立てることが出来る。この調査を効率的に実施するため、港湾

区域等に調査区及び調査定点を設定し、一定の頻度・方法で蚊族の成虫及び幼虫を捕集する。 

ア. 調査頻度及び調査定点 

調査対象の検疫港及び頻度は、別表１の「侵入確率分析に基づく蚊族調査の区分と頻度」

に従う。また、別添１の「蚊族調査における調査区及び調査定点の設定」に従い、調査区

及び定点を設定し調査する。設定した定点は、様式第３の２の「蚊族調査定点記録表」に

定点位置等を記載して保存する。 

イ．調査方法成虫調査 

成虫調査の調査方法は、別添２の「蚊族の採集方法」、２の炭酸ガス・ライトトラップ

法に従い実施する。 

①幼虫調査 

幼虫調査の調査方法は、別添２の「蚊族の採集方法」、３のヒシャク・ピペット法及

び４のヤブカ・イエカ属オビトラップ法に従い実施する。 

ウ. 記録 

調査及び検査結果は、様式第３の３の「蚊族成虫調査結果表」及び様式第３の４の「蚊

族幼虫調査結果表」に記載し保存する。 

３．種の同定及び蚊媒介性感染症の病原体検査 

採集した蚊族の種の同定は、別添３の「蚊族調査における種の同定及び病原体検査並びに検体

の送付方法」、３の種の同定を参考に実施する。同定の結果、参考資料の「検疫感染症及び検疫

感染症に準ずる感染症の主な媒介蚊種」に該当する媒介蚊及び媒介する可能性がある種の成虫、

雌について病原体保有検査を実施する。検査は検疫所業務管理室が指定した検査機関へ様式第３

の５の「蚊族検査依頼書」へ必要事項を記入し、依頼する。また、種の同定が困難な場合、同様

に検査を依頼する。 

４．評価及び対策 

調査の結果については、月及び年別に別表２の「蚊族調査における評価と対策」に基づき評し、

対策を講じる。なお、蚊媒介性感染症の流行の恐れがある場合には、検疫所業務管理室と協議の

上、地域住民等に対する健康等に関する調査、駆除、環境整備等の対策を講ずることとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表２ 

蚊族調査における評価と対策 

評価 

蚊 媒 介 性

感 染 症 が

発 生 す る

可能性 

調査結果

の定義 

対策 

航空機調査 

港湾区域等調査 

成虫・幼虫調査 

A 
非 常 に 低

い 

蚊族の採

集なし 

通常の調査を継続する。 通常の調査を継続する。 

B 低い 

蚊族を採

集（媒介

蚊 を 除

く） 

上記に加え、当該航空会社へ情

報提供し、注意喚起を行う。港

湾管理者等及び政令区域内を管

轄する自治体の衛生主管部局

（保健所等）へ情報提供する。 

上記に加え、生息状況及び調

査結果等について、港湾管理

者等及び政令区域内を管轄

する自治体の衛生主管部局

（保健所等）へ情報提供す

る。 

C 中程度 
媒介蚊を

採集 

上記に加え、媒介蚊（雌）につ

いて病原体保有検査を実施す

る。発見された路線について航

空機調査を強化し、当該航空会

社に対して蚊の侵入防止指導を

行う。媒介蚊のうち国内に生息

しない媒介種を採集した場合、

検疫所業務管理室へ報告すると

ともに、駐機場周辺、国際線旅

客・貨物ターミナルビル等のエ

リアについて成虫調査の強化を

行う。 

上記に加え、媒介蚊（雌）に

ついて病原体保有検査を実

施する。当該空港では航空機

調査を強化する。媒介蚊のう

ち国内に生息しない媒介種

を採集した場合、検疫所業務

管理室に報告するとともに、

隣接する調査区の3次メッシ

ュについて成虫・幼虫調査を

実施する。蚊族の駆除対策に

ついて検討を行う。 

D 高い 
感染蚊を

採集 

上記に加え、検疫所業務管理室

に報告するとともに、当該航空

会社に対して、蚊の侵入防止の

ための対策を実施するよう指導

する。また、政令区内の全ての3

次メッシュについて成虫調査を

実施し、調査の結果により、感

染蚊が採集された場合は、検疫

所業務管理室と協議の上、国内

侵入防止対策について協議す

る。 

上記に加え、検疫所業務管理

室に報告するとともに、政令

区内の全ての3次メッシュに

ついて成虫・幼虫調査を実施

する。調査の結果により、流

行の恐れがある場合、検疫所

業務管理室と協議の上、自治

体の衛生主管部局（保健所

等）と連携し、地域住民等に

対する健康等に関する調査、

駆除、環境整備等の国内侵入

防止対策を講ずることとす

る。 

 
 



５．報告 

蚊族の採集状況及び評価の結果については、調査終了毎ごとに、データベースファイルに必要事

項を入力後、電子メール等で成田空港検疫所、媒介動物検査室へ送付する。 

 
６．その他 

（１）評価マップの作成 

別図の「評価マップの作成例」を参考として調査区毎に、感染症別の評価結果を表した評

価マップを作成する。 

（２） 関係機関等における捕集蚊の扱い 

港湾区域等に所在する関係機関等及び航空機等から、蚊族の生息等の情報を得た場合に

は、現場の確認及び蚊族の回収並びに種の同定を実施し、媒介種及び媒介する可能性があ

る種を確認した場合、病原体の保有状況を検査すること。 

 

○｢港湾区域等衛生管理業務の手引きについて｣における調査結果の取扱いについて(抜粋)（食安

検発第 0925001号平成 18 年 9 月 25日各検疫所長宛 検疫所業務管理室長通知]） 

平成 17年 8月 3日付､食安検発第 0803001号｢港湾区域等衛生管理業務の手引きについて｣によ

り､ねずみ族及び蚊族調査マニュアルについて改訂を行い､港湾衛生調査を実施しているところで

ありますが､標記手引きの別添 1 ｢港湾衛生ガイドライン｣の 4.(1)媒介動物対策の調査結果につ

いては､別添のとおり取り扱うこととしたので､御了知の上､その取り扱いに留意いただくようお

願いします｡ 

記 

 

別添 

「データの取り扱い及び送付方法等について」 

資料 1 調査結果報告様式 

1｢蚊族機内調査｣､2｢蚊族捕獲調査(成虫)｣､3｢蚊族捕獲調査(幼虫)｣､4｢ねずみ族捕獲調査｣､

5｢蚊族病原体保有検査｣､6｢ねずみ族病原体保有検査｣､7｢蚊族.ねずみ族評価｣ 

資料 2 調査結果報告様式への調査結果入力時の留意事項 

資料 3 感染症別人力対象蚊種(検疫感染症及び検疫感染症に準ずる感染症の主な媒介蚊種) 

資料 4 感染症別人力対象ねずみ族-(検疫感染症及び検疫感染症に準ずる感染症を媒介する主な 

ねずみ族) 

資料 5 調査結果報告様式記載方法(例示) 

資料 6 評価マップの作成例 

(成田空港における感染症のリスク評価) 

 

別添 

データの取り扱い及び送付方法等について 

 

1.媒介動物の調査結果及び評価マップの取り扱いについて 

1)調査結果の作成について 

ねずみ族及び蚊族調査マニュアルに基づき得られた調査結果のうち､捕獲状況､病原体保有検

査の結果並びに評価等については､1｢蚊族機内調査｣､2｢蚊族捕獲調査(成虫)｣､3｢蚊族捕獲調査



(幼虫)｣､4｢ねずみ族捕獲調査｣､5｢蚊族病原体保有検査｣､6_｢ねずみ族病原体保有検査｣及び 7

｢蚊族.ねずみ族評価｣の調査結果報告様式(資料 1､Microsoft Excel]ファイル)へ､調査結果報告

様式への入力時の留意事項(資料 2)を参考にして入力すること｡また､入力の対象となる媒介動

物については､｢感染症別入力対象蚊種(検疫感染症及び検疫感染症に準ずる感染症の主な媒介

蚊種)｣(資料 3)及び｢感染症別入力対象ねずみ族(検疫感染症及び検疫感染症に準ずる感染症を

媒介する主なねずみ族)｣(資料 4)に該当するものを記入すること｡記入に際しては､調査結果報

告様式記載方法(例示)(資料 5)を参考にされたい｡ 

2)評価マップの作成について 

評価マップは､A4横様式とし､ねずみ族､蚊族各調査マニュアル中の別表 2｢ねずみ族調査にお

ける評価と対策｣､｢蚊族調査における評価と対策｣の調査結果の定義に従い､実施月及び各感染

症(蚊族は､黄熟､マラリア､デング熱､日本脳炎､ウエストナイル熟の各感染症について､ねずみ

族は､ラッサ熱､ペスト､腎症候性出血熱､ハンタウイルス肺症候群の各感染症)について評価を

行い､Microsoft Power Point又は Wordに貼り付け作成すること。 

作成にあたっては､資料 6｢評価マップの作成例(成田空港における感染症発生のリスク評

価)｣を参考にされたい｡ 

 

2.送付方法及び送付時の注意事項について 

1)調査結果については､｢調査結果報告様式｣に､調査開始月から順に各月の調査結果を追記入力

し送付すること｡報告様式(Excelファイル)を取りまとめたファイルには､最初に DATAと付記

した後に､検疫所名の英名略記号､酉暦年の下 2桁をそれぞれ半角に付記しファイル名とし送

付する｡ 

2)評価マップについては､調査開始月から順に調査月毎の月別評価マップを 1 ページごとに作

成し､ファイルに追加してゆき､その年の実績を取りまとめた年間の評価マップと併せて 1フ

ァイル単位とし､さらに各感染症について同様に作成したものを PDFファイルに変換し､送付

することとする｡また､送付するファイル名は MAPと付記した後に､検疫所名､感染症名の英名

略記号､西暦年の下 2桁をそれぞれ半角に付記しファイル名とし送付する｡ 

検疫所名: 

小樽-OT,千歳空港-CA,仙台-SD,仙台空港-SA,成田空港-NA,千葉-CB,東京-TK,羽田空港-HA,川

崎-KS,横浜-YH,清水-SM,新潟-NⅠ,名古屋-NG,中部国際空港-CIA,大阪-OS,関西空港-KA,神戸

-KB,広島空港-HSA,広島-HS,門司-MJ,福岡-FO,福岡空港-FA,長崎-NS,鹿児島-KG,那覇-NH,那

覇空港-NHA 等 

感染症名: 

黄熟-Y､マラリア-M､デング熱-D､日本脳炎-J､ウエストナイル熟-W､ラッサ熱-R､ペスト-P､腎

症候性出血熱-HF､ハンタウイルス肺症候群-HP 等 

西暦年: 

2005年-05､2006年-06 等 

例示: 

○2005年における成田空港検疫所の蚊族(デング熱)の評価マップファイル: 

MAP.NA.D.05.pdf 

○2005 年における成田空港検疫所のねずみ族(腎症候性出血熱)の評価マップファイ

ル:MAP.NA.HF.05.pdf 

O2005年における成田空港検疫所のデータベースファイル:DATA.NA.05.xls 等 



4)調査結果及び評価マップは本所において管内分をとりまとめの上､成田空港検疫所媒介動物

検査室[電子メールアドレス baikai-dobutsu@keneki.go.｣p ]まで電子メールにファイルを添

付し､調査実施の翌月に送付することとする｡ 

 


